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衆議院法制局特定事業主行動計画～ワーク・ライフ・バランス推進

行動計画～の実施状況及び女性の職業選択に資する情報の公表 

（令和６年度） 
 

令和７ 年６ 月３ ０ 日 

衆 議 院 法 制 局 
 

衆議院法制局では、「次世代育成支援対策推進法」（平成１５年法律第１２０号）及び

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４号。以下

「女性活躍推進法」という。）に基づき、「衆議院法制局特定事業主行動計画～ワーク・

ライフ・バランス推進行動計画～」を策定・実施しています。 

 今般、次世代育成支援対策推進法第１９条第５項及び女性活躍推進法第１９条第６項

に基づき、行動計画の実施状況を以下のとおり取りまとめましたので公表いたします。

あわせて、女性活躍推進法第２１条の規定に基づき、衆議院法制局における女性の職業

選択に資する情報を公表いたします。 
 

 

 

 

 １. 採用した職員に占める女性職員の割合（採用区分別） 

   

 

 
                                                    （女性採用者数/採用者数） 

 総合職 一般職 計 

令和６年度 
６６．６％ 
（２人/３人） 

― 
６６．６％ 
（２人/３人） 

令和５年度 
０．０％ 

（０人/１人） 
― 

０．０％ 
（０人/１人） 

令和４年度 
０．０％ 

（０人/１人） 
０．０％ 

（０人/１人） 
０．０％ 

（０人/２人） 

※小数点第２位切捨て 

 ２. 管理職に占める女性職員の割合 
 

 管理職に占める女性職員の割合 

令和７年４月現在 ８．８％ 

令和６年４月現在 ６．７％ 

令和５年４月現在 １３．８％ 

                        ※小数点第２位四捨五入 
管理職・・・特別給料表、指定職給料表の適用職員及び 

行政職給料表（一）７級以上の職員 

採用者に占める女性の割合 ３５％以上 （計画期間における平均） 

Ⅰ 職業生活に関する機会の提供 

【計画期間(令和 3 年 4 月から令和 8 年 3 月まで)における目標】
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３. 各役職段階にある職員に占める女性職員の割合 

 

       指定職相当 
課室長 

相当職 

課長補佐 

相当職 
係長相当職 

令和７年４月現在 ０．０％ １３．０％ ３０．０％ ７３．７％ 

令和６年４月現在 ０．０％ １０．０％ ３６．０％ ６６．７％ 

令和５年４月現在 ２２．２％ １０．０％ ３６．０％ ６６．７％ 

※小数点第２位四捨五入 

＊ 役職段階の考え方は、以下のとおりである。 

指 定 職 相 当・・・特別給料表、指定職給料表の適用職員 

課 室 長 相 当 職・・・行政職給料表（一）７級から１０級の職員 

課長補佐相当職・・・行政職給料表（一）５級及び６級の職員 

係 長 相 当 職・・・行政職給料表（一）３級及び４級の職員 

＊課室長相当職は、国の行政機関の「本省課室長相当職」に相当する。 

＊課長補佐相当職は、国の行政機関の「地方機関課長・本省課長補佐相当職」に相当する。 

 

 

 

＜女性の活躍推進に向けた取組内容＞ 

 職員採用パンフレットへの女性職員の活躍状況の掲載 

 大学等で実施する職員採用のための業務説明会への女性職員の積極

的な派遣及び当該女性職員による体験を交えた説明・質疑応答 

 女性職員の登用を促進するための女性職員キャリアアップ研修への派遣 

      

＜働き方改革に向けた取組内容＞ 

 苦情相談体制等及びハラスメント相談箱の周知 

 定時退庁日の設定・実施の呼掛け 

 ワークライフバランスを目指した時差出勤及び在宅勤務制度並びにフレ

ックスタイム制の活用 
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令和６年度 職員の給与の男女の差異の情報公表  
 

特定事業主名：衆議院法制局        

 

 １．全職員に係る情報  

職員区分  
男女の給与の差異  

（男性の給与に対する女性の給与の割合）  

任期の定めのない常勤職員                  ６９．４％  

任期の定めのない常勤職員以外の職員                １０４．６％  

全職員                 ８３．３％  

   

２．「任期の定めのない常勤職員」に係る役職段階別及び勤続年数別の情報  
＊「任期の定めのない常勤職員」の基本給については、国会職員法に基づき定められている、国会職員の給与等に関

する規程により決定されており、同一の給料表・級・号給であれば、同一の額となっている。  

（１）役職段階別  

役職段階  
男女の給与の差異  

（男性の給与に対する女性の給与の割合）  

指定職相当   － 

課室長相当職                １００．５％  

課長補佐相当職                  ９０．２％  

係長相当職                １０２．１％  
 *この項目における各役職段階の定義は以下のとおりである。 

  指 定 職 相 当…特別給料表適用職員及び指定職給料表適用職員 

  課室長相当職…行政職給料表（一）７級から１０級の職員 

  課長補佐相当職…行政職給料表（一）５級及び６級の職員 

  係 長 相 当 職…行政職給料表（一）３級及び４級の職員 

 ＊課室長相当職は、国の行政機関の「本省課室長相当職」に相当する。 

 ＊課長補佐相当職は、国の行政機関の「地方機関課長・本省課長補佐相当職」に相当する。 

＊男女の給与の差異が「-」となっている欄は、男性又は女性の比較対象職員がいないため、割合の算出ができない 

ことによるもの。 

 

（２）勤続年数別  

勤続年数  
男女の給与の差異  

（男性の給与に対する女性の給与の割合）  

３６年以上                  ３６．５％     

３１～３５年                  ４６．１％  

２６～３０年                  ７２．２％  

２１～２５年                １０９．０％  

１６～２０年                １０５．６％  

１１～１５年                  ５９．４％  

６～１０年                  ７８．８％  

１～５年                 １１０．９％  

＊勤続年数は、採用年度を勤続年数１年目とし、情報公表の対象となる年度までの年度単位で算出している。 
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１. 離職率の男女の差異 

 

１．離職率の男女の差異 

 

 

 男性 女性 

令和６年度 ０．０％ ０．０％ 

令和５年度 １．９％ ０．０％ 

令和４年度 ２．０％ ０．０％ 

※小数点第２位四捨五入 

（令和７年４月１日 ※過去１年間における離職率） 

※任期の定めのない職員に限る 

※自己都合による退職に限る（定年退職を含まない） 

 

 

２. 男女別の育児休業取得率 
 

     ＜男女別・採用区分別の育児休業取得率＞ 
 総合職 一般職 

男性 女性 男性 女性 

令和６年度 
１００％ 

（1 人/1 人） 
１００％ 

（1 人/1 人） 
該当者なし 該当者なし 

令和５年度 
１００％ 

（1 人/1 人） 
該当者なし 該当者なし 該当者なし 

令和４年度 
１００％ 

（３人/３人） 
該当者なし 該当者なし 該当者なし 

※小数点第２位切捨て 

 

 

 

 

 
                                                    

     ＜男性職員の育児休業取得率＞ 

 取 得 率 

令和６年度 
１００％ 

（１人/１人） 

令和５年度 
１００％ 

（１人/１人） 

令和４年度 
１００％ 

（３人/３人） 

                            ※小数点第２位切捨て 

 

Ⅱ 職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備 

男性職員の育児休業取得率 ７５％ （計画期間における平均） 

【計画期間(令和 3 年 4 月から令和 8 年 3 月まで)における目標】
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＜男女別の育児休業取得期間の分布状況（令和６年度）＞ 

取得期間 男性 女性 

３０日未満 － － 

３０日以上１８０日未満 － － 

１８０日以上３６５日未満 １人 － 

３６５日以上 － １人 

 

 

３. 男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加休暇の取得率並びに合計平均取得日数 
 

 

 
 

 

      

 

 

配偶者出産休暇 育児参加休暇 合計平均取得

日数 

(対象者平均) 
取得率 

（取得者/対象者） 

平均取得日数 

（対象者平均） 
  取得率※ 
（取得者/対象者） 

平均取得日数 

（対象者平均） 

令和６年度 
１００％ 

（１人/１人） 
２日 

２００％ 
（２人/１人） 

４．４日 ６．４日 

令和５年度 
１００％ 

（１人/１人） 
１．６日 

０％ 
（０人/１人） 

０日 １．６日 

令和４年度 
１００％ 

（３人/３人） 
２．０日 

６６．６％ 
（２人/３人） 

３．３日 ５．３日 

                                 小数点第２位切捨て  

※子が生まれた年度には育児参加休暇を取得せずに、当該年度より後の調査対象年度に

なって同休暇を取得した職員が含まれるため、取得率が 100％を超えることがある。 

 

４. 年次休暇等の取得状況 
 

 

 

 

 
                                         

     ＜年間平均取得日数(１月～１２月)＞ 

 平均取得日数 

令和６年 １３．５日 

令和５年 １４．８日 

令和４年 １３．１日 

                            ※小数点第２位切捨て 

  

 

 

男性職員の配偶者出産休暇（２日）及び育児参加休暇（５日）取得率１００％、 

合計平均取得日数（対象者平均） ５日以上 

【計画期間(令和 3 年 4 月から令和 8 年 3 月まで)における目標(毎年度)】

年次休暇の年間平均取得日数 １６日以上 

【 目 標 (毎年) 】
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＜育児・介護と両立して活躍できるための改革に向けた取組＞ 

 男性職員の育児休業等の取得促進のための先輩パパとの情報共有の

推進 

 仕事と介護の両立等に関する外部研修への参加呼掛け 

 様々な両立支援制度周知のため『育児・介護のための両立支援ハンド

ブック』の活用 

 出生サポート休暇の活用（不妊治療のための特別休暇 ） 
 

 

＜その他の取組＞ 

 業務説明や国会見学を通じた小中高生及び大学生の法制局への理解

促進 

 職員の子どもを対象とした『子どもの職場見学』への参加呼掛け 


